
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
）

（
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

令
和
元
年
十
月
二
十
三
日
付
け
の
埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て

の
意
見
に
基
づ
き
、
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
を
改
定
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

変
則
勤
務
手
当
及
び
警
察
業
務
手
当
（
正
規
の
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
の
一
部
又
は
全
部
が

深
夜
に
お
い
て
行
わ
れ
る
業
務
に
支
給
す
る
も
の
）
の
額
の
改
定 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日 


